
8)相談等

(推進会議の認識)

障害者にとつて、手L幼時やその後の人生の節目において、また医療、就労 |

等を含む生活の様々な分野に関し相談できる体制があることが重要である。 |

しかし、どこに、どのような相談機関があるのかを探すことからはじめなけ

ればならず、ようやく相談が始まっても高圧的な対応をされたり、必要なコ

ミュニケーション支援がないばかりに必要な情報を得られずに放置されてし

まう等の経験をもつ障害者は多い。

【身近な地域での相談等】

そこで、まず、地域の身近な場所で、いつでも対応できる相談の体制づく

りが求められる。相談機関相互の連携だけでなく、専門的知見を有する障害

者団体による支援、様々な相談を受け止め、相談分野を限定しないいわゆる

ワン・ス トツプ・ステーションを含め障害者の権利を擁護し、本人中心の支

援を行い、相談内容を解決できる相談体制が必要である。

【相談におけるコミュニケーションの確保】

相談において、手話、点字、筆談、要約筆記、指点字等をはじめ、知的障

害・発達障害においても、一人ひとりに対応したコミュニケーション手段を

活用するなど、多様なコミュニケーション手段を求めに応じて確保すべきで

ある。

【障害当事者による相談活動】

障害当事者が、障害者自身の尊厳を回復し、自己の権利を理解し、自己決

定できるよう、障害当事者が相談活動を担ういわゆるピア ロカウンセリング

を相談等に積極的に活用し、促進する必要がある。また、地域での自立生活

体験等の機会を提供し、地域生活のイメニジを具体化する等のエンパワーメ

ント支援ができるようにする必要がある。

【相談者の研修】

1 相談を効果的に実施するためには、相談業務にかかわる者の資質が大きく

1問われる。
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そこで、まず、障害を正しく理解でき、適切に相談業務が担えるよう、研

修を充実するべきである。

また、障害者が尊厳を回復し、権利を主張できるよう、相談を担う者の知

識や技能を高めることが求められる。

さらに、障害者に対する差別に関する知識、障害のある女性、子ども、重

度障害者が複合的な差別を受ける立場にあることについての理解等、人権に

ついて研修が実施されるべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者が利用しやすい身近な場で、いつでも相談を利用できる体制を整

備し、相談の場面では、障害者の求めに応じ必要なコミュニケーション手

段を提供すること。

(実施 `婿推 当たっての雷意点)
・ コミュニクーション手段の提供だフι

'て
tま、障害者の相談!ま橿祉分野の

幅談
=こ
限 らバ すべての場面 で行われるものα ン .コミュニクーション

手段の剣 議 目社

“

支夕として行われるものに限定されるものではなι:ご

とだ留意すべきである。

〔厚生労働θ

・ 障害者自身が相談業務を担う機会を増やすために必要な措置を講じるこ

と。

(実施・険討tこ当たっての留意点)
・ 

「障害者島 誘 堀 誰 鵠 賭 ″ラ機会を 罫 ソ 刻 嫌 泌 要な措置を講じる

ごと とある″1障害者ユ義が狙 ラうの|こ限らバ 障害者の幅談の充実を

どフ

“
'(ご

と蒻 Jであグ、また。婿書者が誰力〕ら相談を更″る″D″
.

障害者自身a動確ま るものであることから。障害者島彰躍り もののみ

だフι
'こ

記述丸 だ と|ま均衡を夕く。

また。相談
・
難 ュ |こ限 ら 相ゞ談 を

"機
会を増やズ必要″坊 ることか

ら。笏蒻鶴切

"″
「相談」とク 管 。

(厚生労働θ
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・ 相談業務を担う者に対 し、障害についての知識、障害者に対する差別に

関する知識、障害のある女性、子ども、重度障害者が複合的な差別を受け

る立場にあることについての理解等、人権について研修を行うこと。

(実施 ″険討 |こ当た っての留意点)
・ 法務省の人権擁護機関

=こ
れ

'て
tま,ス虐β事の餃害者の相談な ど■こ適 ″

に対処 九 飲

"′
ス権擁護事務を担当方る 場 栃 職 晟 Z以 胸 籟 黎 調 だ

ガ 仇 各種研修 を効 お など 必要な措置
で

お

“

嗜 。

乙 魏 ぁ

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

9)住宅

(推進会議の認識)

1 日本ではいまだに多くの障害者が施設や精神科病院での暮らしを余儀なくされ

|ている。また地域社会で暮らす障害者にとつても、住居の確保にさまざまな困難を

1抱えている。

| そこで、国又は地方公共団体は、特定の生活様式を強いられることなく、何処で

、誰と住むかについての選択ができる障害者の地域社会で暮 らす権利を促進するた

め、下記の諸点を含む計画的な住宅の確保のための措置を取るべきである。

【公営住宅利用における課題】

障害者にとって利用しやすい公営住宅の提供は、不十分である上に、障害に配慮

したアクセシブルな住宅の提供は、限られている。市街地から離れた場所に建設さ

れる公営住宅は、公共交通機関等を利用しにくい場合、社会参加が制限される。公

営住宅法施行令には重度障害者の単身入居について一定の条件を附したいわゆる

「相対的欠格条項」があり、単身入居が制限されている。

このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

・ 公営住宅が地域生活を可能にし、地域移行を促進するための基盤の一つとして
|

の役割を果た し得るものであることから、バ リアフリーの観点から障害に配慮 し
|
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た公営住宅の数を増やすだけでなく、ユニバーサルデザインの観点から、すべて
|

の建物が障害者や高齢者が利用できる公営住宅の整備を計画的に取り組む。特に |

、障害者の単身者用の公営住宅の整備を促進する。              |
(実施・鏑

=こ
夕 し ての留意点)                      |

′平成θ年以降 |こ新た塵 動 詰 れる公営住宅にフι〕て|ま、整備群 ■こ潔 〕ζ /ゞ

グアフグー劫 赫 指 を標準仕様とιalる。               |
・ また。地方公共団体が実施九 摯 営住宅の整備事業傷 ひ ック改善事業

=こ

フιll

ζ 国tま絵 資本整備総合交付金島

“

力 躍 術 フalるとごろ。

」議 愛 榜 グ.力微 つ ι
'て

1ま既
=こ

必要な措置を庸ετι
'る

とごろであグ、〃|

き続き、その取組み傷場を 実施オる。

―

″

勒

'交付金事業
=こ

フι
'て

″.Z″ノ■年度力〕葬 勁 評成

“

曖 ～′/奮″′地雌 宅交
|

″会。平成″牢度 ′絵 資本整備総合交付金)。 働 ″ 第 魔鶴 推 湖 〕て概算要、、

求を万=フ τιlる ところ。

χ Z′/5年以前|こ潔
'τ

も、補助金事業として公営住宅の整備事業等を支援。

・ 公営住宅の申し込みに当たり、常時介助が必要な障害者であっても入居資格に

条件を付されることなく、単身で入居申込みができる制度にする。

【国土交通省】

〔実施・険討tこ当たフ″ 溜意点)
″ 公営住宅の入居資格である月居親疾野″ 後 営住宅法第23条第 ′項第 ノ景 が

請 義渤″澪ガ δ条第 l項)だフι:で1ま、地域主権改革の推進を解
"Z吻

関係
|

着″つ難 ■こ関 痛 着律案
=こ

おι
'ζ

廃壼ざ力ることとなつ

“
'る

。

こ 美 吻 移 η 手 潟 ′
・

物

・ 艦綱 セ 孵
=4回

国会提出、現在継続審議中。

餃 効 劉

【民間賃貸住宅利用における課題】

障害者が民間賃貸住宅を利用する際に、申込者又は同居予定者が障害者であるこ

と、バリア (障壁)を除去するための改造が必要であること、退出時の原状回復が
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このような状況を改善するため、以下を実施すべきである。

口 障害者の利用しやすい民間住宅の建築を促進するため、バリアフリー化が進ん

だ良質な住宅建設に対し、補助金や金利優遇措置等を講ずるとともに、バリアフ

リー改修工事に係る費用助成等の施策も促進する。

(実施 ″郎
=こ

当たっての留意点)
・ を会資本整備総合交付金だよグ、地方公共団体だよる民間住宅の′ゞ グアングー

改修補助事業
=こ

フι
'こ

曳 躍 術 フ召
'る

ところ。

″ノゞ グアングー改修促進税制
=こ

まる支援

こ 実 勤 勉 ″ 手 婢 ′
・

物

・ 平″ノ
=年

度力〕ら実施 平成ノ
=年

度～2/年″′老ダ″喜交″分。物 姥 旬 ■ を

会資本整備総合交付金).勇″ 第 魔藩 推 潔
'て

概算要求を″フτι〕るとごろ

″ 勇力9年度力ゝら晨場ι

餃 効 タ

・ 公的な家賃債務保証制度は、基本約定締結の対象戸数に比べ保証引受件数が少 |

ないことから、利用者に対する制度の周知を図るとともに、利用 しやすい仕組み
|

づくりの在り方を検討し、より利用しやすい債務保証制度となるように必要な措

置を講ずる。

(実施・険討 |こ当た っての留意点)
・ 家主 /件当た グ基本絢定 ″ 〃締結オる必要のある蒻″手続きを見直 ιs事務手

続き4療 佐 朽 ことを険討オる。その漂t基本約店の締結だつιlζ 家主だガ
|

ιて彙証制鰤の内容
=こ

フι
'て

理解を求めるための措置を請じることが必要とな
|

る。                                     |
,また。勇 ″ /事Rだ、 ζ″ノ高齢者″宅賊団の 豚資 儀藤題礫務堀勁 を変

∬ιs従来の漬務保証の対象が障がt'2斃物膚 ι嘴 帯■こ限 られてι〕たとごろ、
|

ε舞 1の程度がどι
'障

がヽ
'著

ど帯もガ家
=こ
追加ι τι

'る
。ご力たよグ、民間賃貸

|

″宇への 研 診 ニーズが相対的■こ高 ι嘴 楯 も組 の対象 潔 し ておグ、ごラι
l

た創鰤の変更等を含め,〃き続き周知を日し 3'<。

―

′
移 a勇 颯

"憾

堀 ,                                             (

″平成″年度だ 6乾ノ高齢者″宅財団の家賃債務保証業務規程を変更 ι

`動
車
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lθ 平成23牲以降、〃き続き周知を実施。

l国土交通の

・ 住宅セーフティネッ ト法に基づき居住支援協議会 (地方公共団体や関係事業者
|

、居住支援団体等で構成)を組織することができるが、有効に活用されていない

実態を踏まえ、必要な支援を講ずる。

1実施 θ饉 tこ当たっての留意点)
・ 層佳支援協議会D活用■こ当たって|ま、住宅確保要配慮者物 夕商彰睦 β

的
=こ
組織される層      の立多壬=ザや活動 を支援する事業を実施ι

“
'

るとごろ。

4美 物 勉 ′ チ 月 7・ 動

θ平成″年度″Dら実施。勇 ″ 鉾 疫 予算
=こ

″ 〕て概算要求を″ってι
'る

ところ。

l国土交通の

民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するとともに、賃貸契約の申込み拒絶等、

民間賃貸住宅の利用に当たり生じる問題において、差別問題が発生しないよう当

面対応可能な必要な措置を取りつつ、その解決の仕組みの在り方について、差別

禁止部会での議論を踏まえ、引き続き推進会議においても検討を進める。

【国土交通省】

〔実施 ″険討 |こ当たっての留意点)
θ 民間賃貸住宅市場だおι

'て
ス居制限が行われ召

'る
等を踏まえ。″事階彙男πl

慮者の居住の安定確保をβ″|こ組織ざれる居住支援協議会の立多」|ずや活動を支

舞 朽 事業を実施 ιてι
'る

とごろ。

4美 物 穆 η ヂ 月 7・ 動

・平成″年度″ち実施:平成2′名″デ草におι
'て

概算要求を″フ召 lる とごろ。

i国主交通θ

【グループホーム、ケアホームに関する課題】

グループホーム、ケアホームは、施設からの地域移行や保護者に依存した生活か |

ら自立するための多様な住まいの一つの形態としての役割を担っている。    |
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| しかしながら、グループホーム等の建設に当たり、周辺住民からの反対がおき、 |

1中 断されることがある。障害者が入居する時に限って、地方自治体によっては法律 |

1上の根拠がないにもかかわらず事業の実施主体に地域住民から建設の了解を取る |

ように求める場合もあり、これについては障害者に対してだけ特別な条件を課すも

のではないかとの指摘もある。グループホーム等を建設するに際して、建築基準法

や消防法の規制に対応できず、建築を断念せざるを得ない場合もある。

さらには、利用者に対 して、居宅支援サービスの利用ができるようにすべきとの

要望がある。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 公営住宅をグループホーム等として利用が進むよう必要な措置を講ずる:

【国土交通省】

〔実施・癖 た 当たっ彰 屁意点)
・公営住宅を効ト ノオース等として琴■用する鑑置にフι

'て
1ま、障害者が地域で事

らせる社会の実現に向″て有効性婦 められること″Dら、公営住宅法第45条だお
|

ιlてそのの う力τι
'る

とごろである。               |
・また。公営住宅をグルー|ノオース等として琴導用するための改良工事費だフιlてが

sを会資本整備総 合交付金事業
=こ

よる障助対象 とι

“

lる とごろ。

″
F/L~。 その春電用促進

=こ
フι:で1ま、 聡 営住宅のグ,レニノオース事業へa″雅″

する7ニュアプレだフιlη t平成2ノ年5″ /′″″|す国住備第 /′/号ノだおι〕ζ

公劇 持 η 審 講 へのよグー層の活黒がヨ ら力るような措置布

"“
:る とご

ろ。

」訪 財 劇/sオ″だフι
'て=ま

既
=こ
必要な措置が講 ε τι

'る
とごろであグs〃 |

き続き,その協 みや支援を実施する。

―

″
物

・ 交″会事業だフιlて1ま、平成/7年度から実施 評成 /■年嚢～2解度 ′地域住宇 |

交″全.勇″符若 ′社会資本整備総合交付金)。 現〃鉾度影 蒙方 ι〕て概算、ヽ

要求を″つてιる とごろ。

征 効 θ

グループホーム等における支援の在り方について、居宅支援サービス等も含め

、居住者のニーズに応じた多様な支援が可能となるよう、引き続き総合福祉部会

| で検討する。
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〔実施・険討
=こ
当たっての留意点)                      |

グ,レーノオース ″クアオース農秘 lて既|こ居宅支援プーどア″
=行

われておrys l

ご紹こカロえて別の事業者力)ら居宅支援プーどアの提供を更″ることとした場合、|

θ グーどアの提供だ″る賃″の所在が不明確となグ.必要″〕フ十分なプール が

提供できなι聴 影 也 事故発生時だ十分な対応がなされなιtta物嚇 る

・ グーどンを_~Eで受″ることとなグ、公費負″在理銘 ι嗜オフてしまタ

“

lフた問題があるの4 循 宅支″グーどア等を議めュ|ま削除すべきてある。

こ美物極η手羹′θ
 tta晟ん醜%苛リ

′ グ,レーノオース等のあ F/方だフιlて1ま、現在、総合福祉部会で検討申であグ.

来年θ″■薇 法の骨僣″言祈 ラと承知ι

“

lる。

〔厚生労働タ

・ グループホ=ム等の建設に当たって、建築基準法や消防法の基準を満たす上で

必要となる設備等に対する必要な支援を講ずるとともに、既存の集合住宅等を利

用した棟を―にしない形のグループホーム等の形態について、総合福祉部会にお

ける議論も踏まえつつ必要な措置を講ずる。

(実施 θ爾 tこ当た っての留意点)

前段2物 好 ノオース等|こ関する建築基準法物 の基準を満たすための″
|

彦等だフιlて1ま、現行の国庫補助制度
=こ

″
'て

既
=こ
措置済である。      |

,建築基準法也消防艦の房劉ゆクルーノオース等の建設抑制
=こ
な らなι曖 シ ヨ

な推置
=こ

フιlて検討ル け である。                     |
θ 後段のカ レープホース事の形態

=こ

フι
'て

1ま、総合福祉部会 で検討さ力召
'る

と|

ごろてあグ, 概存の集合住宅等を利″ιた″ 一だιなι影″ ―ノオー4
導の形態

=こ
フιlη の必要な措置を講お ごとを前提とした表現

=ま
適当Cttι

'|

4異動燿烈リワ謗ア・ 移a晟ん敬%助リ

″ 農 親 壽 霧 傷 勒 嚇 の基準を満た力 2つ 改修等 |こフι
'て

■ま、既
=こ
措置済であ

る。

・ カ レーノオース等のあ r/たに フι:で1ま、現在、総合福祉部会で検討申であ グ.

来年 θ″|こ新法の骨格提晶ク ラ と承知ιてι:る。

(厚生労働タ
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・ グループホーム等の建設に際し、地域住民との間に生じたトラブルについては
|

、差別禁止部会における議論も踏まえつつ、紛争を調整する仕組みの構築等必要

な措置を講ずる。

【厚生労働省】

〔実施・険討■こ当たっての留意点)
, 事後的

=こ
地域住民 a粥 浄 を調 酌 嗜 仕組みを構築 九 餃 グも。事前■こ綸 争″1

生 じなιば ラ地域住民D障害 への理解を深める施策を重点的
=こ

実施 た だ と″

'重

|

翼と考えるため,〃π犯墜〃 表現を改めるべきである。

iグ,レーノオー∠等の建設に際ιs地域住民との間tこ生以 罫 ラノルヘの燃 にフ
|

ι〕てtま、産郷察墾絵 ■こ湖究場稀 b踏まえフフ険討オる。ノ         |

―

″
移 a属 ん 敬 %苛 リ

' お聞府に置力琥ん勤際鑑 誘 斜 露 ″ る議論を踏まえ。今後、険討方る。

(厚生労働タ

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者の地域社会での生活を可能とするため、公営住宅施策においては、障害

者の地域移行を促進 し、また重度の障害者も含め、障害者の居住に適 した住宅の

提供という観点から計画的に整備 し、民間住宅政策においては、民間賃貸住宅ヘ

の入居の円滑化を促進するとともに、居住可能な住宅建設や容易に利用するうえ

で必要となる支援の措置を取るという観点から、総合的な住宅施策をとること。

(政府に求める今後の取組に関する意見)

○ (P)

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

10)ユニバーサルデザイン

(推進会議の問題認識)
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1 私たちの日常生活や社会生活は、障害者には利用できない商品やサービス、  |
1様々な社会環境に囲まれていると言つても過言ではない。           |
1 例えば、視覚障害のある人が、買い物やレス トランに行くために、お金を引き出 |

|そ うとしても、銀行のA tt Mの タッチパネルを使えないし、駅の券売機も同じよう
|

|に使えない。 ドラッグス トアで風邪薬を買っても効能書きは点訳化されておらず、

1同 時に買つた胃薬も似たような容器であれば、風邪薬との違いも分からない。レス
|

1ト ランに入ってもメニューはいちいち店員に全部読んでもらわなければ、中身が分
|

|か らない。図書館で調べ物をしようとしても、点訳されている本は、ほんのわずか
|

|しかない。また、多機能 トイレは誰にとつても使いやすいものになっている反面、
|

|その分利用者が増え、本当に必要な人が必要な時に使えなくなっているのではない

|か という指摘もある。

| このように、障害者は日常生活において様々な不自由を感じていることから、障

害者があらゆる分野において社会から分け隔てられることなく、日常生活や社会生

活を営むことができるように、ユニバーサルデザインの普及が不可欠である。

そして、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲ですべて

の人が使用することのできるというユニバーサルデザインの考え方が、単に製品だ

けでなく、広く、環境、計画及びサービスの設計などについても、同じくなされな

ければならない。

そのためには、ユニバーサルデザインに基づく製品、環境、計画及びサービスの

設計がなされるための、研究開発における具体的な指針やガイドラインの策定、財

政的支援、計画的普及のための措置を含む体制の整備を図ることが必要である。

さらに、ユニバーサルデザインの普及とともに、障害者の補装具など、そもそも |

特定のニーズに応じることが求められるものや、障害者の日常生活や社会生活にと
|

って障壁となるものを除去するためのバリアフリーのための措置も、同時に講じら
|

れなければならない。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

製品、環境、計画及びサービスの設計などに当たっては、可能な限りすべての

人が利用できるようにするというユニバーサルデザインの理念が、施策に反映さ

れるようにすること。
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・ その際には、可能な限り障害当事者が参画し、その意見を踏まえたものとする

こと。

・ 同時に、特定のニーズに応じ、または、生活上の障壁となるものを除去するた

めの支援機器の普及、技術開発について、必要な措置を講ずることき

〔実施 ′険討
=こ
当たフての留意点)                      |

' 国際,レー/家笏 夕 n′ヽ武
"ノ

ル〃をうとだ制定したノノ∫/8071(高齢者及び |

障がι
'の

あるス々のニーカ 蹴 拡 ιた規格作成配慮指針)だおι〕ζ r/クセシ
|

力のウ7ン (狭義のユニバーカ%ウ7刀 ノとιl夕″倉を定義しておグ、そ
|

の概念
=こ
基勁 〕

`現
在、包装容器の調 、

'肖

費生活用製品の』認号表示、〃″
|

案内図など誇θθのノ/S街 本工業規格)窃晨し てι〕る。        |
・ 新エネルギー・産業技術総合開発機構 ″ 下 r/vfο οノれ

'ラ
ノだおι

'ζ
l

福祉用具D懇紹形財″夕民間企業等
=こ
公募を郷 L高齢者や芦事のあるス手

D生活の質の/F71をβ″とι

“

勁た創意工夫ある研究開発1こ対して補助r2/
θ〃″ を″ってι:る。

(経済産業省)|

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

‖)公共的施設のバリアフリー化、並びに交通・移動の確保

(推進会議の認識)

1 障害者が、必要に応じて、公共的施設、交通機関等を円滑に利用できるよ
|

|う にすることは、あらゆる権利行使の前提であり、障害者の日常生活又は社

1会生活を営むうえで欠かすことのできない切実な課題である。

|【国及び地方公共団体の責務と地域間格差の解消】

1 公共的施設のバリアフリーにおいては、一定の進展はみられるものの、地

1方 においては、バリアフリー新法の対象となる規模以上の建築物や施設等が

1大都市よりも少ないため、結果として地方における整備が進んでいない現状

|がある。今後の交通基本法の法案内容を視野に入れながらも、バリアフリー

1新法には責務の主体として「国」、「地方公共団体」及び「公共的施設を設置
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|する事業者」が明記されていることに留意し、地方における公共施設や交通

1機関等のバリアフリニ整備の遅れを解消することが必要である。そして、地

1域間格差の解消のため、整備対象施設の更なる範囲の拡大も含めた効果的な

方策が実施されなければならない。

【交通計画又は市町村の基本構想策定に必要な視点】

現在、検討されている交通基本法との関連を踏まえ、国及び地方公共団体

による交通計画の策定やバリアフリー新法に基づく市町村の移動等円滑化基

本構想の作成・改定にあたっては、利用や移動が困難な障害者の参画を図り、

その意見を尊重することが必要である。

【合理的配慮の位置づけ】

国は、公共的施設、交通機関等のバリアフリー化における最低基準を示し

て基盤整備を行つているところであるが、その最低基準による基盤整備をし

てもなお、障害者の障害特性等によって利用や移動に制約が残る個別的事実

が生じた場合には、事業者が合理的配慮の提供を適切に行うことができるよ

う、国及び地方公共団体は、必要な技術的又は財政的支援を講ずることが必

要である。

また、公共的施設や交通機関等の利用や移動における差別事案の解決の在

り方については、差月J′禁止部会での議論を踏まえ、引き続き推進会議におい

ても検討を進める。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 国及び地方公共団体は、地域間格差の実情を踏まえ、切れ 目のない交通

手段も確保するという観点から、地方における公共施設や交通機関等のバ

リアフリー整備の促進をよリー層計画的に推進すること。

1実施・険討
=こ

当た フでの留意点)

|・ /ゞグアングーをつ計画的推進
=ま
,蒻″の鷹事者基本艦だおι

'て
既 |こ規定済

| みと認識.

|・ /ゞグアングー新法
=こ
基ブCク助#に定める移動等円滑な舞 鶏慰 .顔ら

| 力た財源 で最大の整備効果を得
"力

|こ全国一律の基準で定め召
'る

もの
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α 〃 。大″花″:地方部ともだ。全体として更
=こ
整備力進むよラs

な限グ難 期 嘱 a鋼 階 拡大九 定 とを険討ι τιlる とごろである。

'各地域
=こ

お″る交通手段の 場 誰 冽 酵 確 フιlて|ま、地域の実情
=こ
基ブき、

/ゞグアングー影 潔こ基 ブイ移動等円滑 fヒ基本構想1こおιlて措置オること″ゞ

可能である。

[国主交通タ

・ 国及び地方公共団体における公共的施設、交通機関等の整備に関する計

画の策定にあたっては、障害者の参画と意見を尊重し、当事者のニーズを

適切に踏まえたものとすること。

(実施 θ郎 ■こ当た っての留意点)
・Jだつι〕て■ま、/ゞグアングー新艦第イ条だおι〕ζ 高齢者 ″障害者等と″

力ιζ そD意見 を反映さ

“

ん 嫌 泌 要な措置移 た上ζ 移動3/7
着物 促進のため2膨磁勁 容|こフι〕ζ 適時だ。″

'フ
sだ靱な方法だよ

グ検討を加え。そD結果に基■
'て

必要な措置を講ずるよ夕努め物 ぼ

ならなι崚 されてι:る。

・地方公共団体|こフιlて|ま、晟 猶 拓 条だおι〕て国の施策
=こ
準じて必要な措

置を 初 %ま ラ努めな″力|ぎならなι膚 。また。お町補にフιlて1ま、月勝

第2男歌 方 ι〕て移動等円滑 fヒ基本構想を淘 れ ば ラとすると出ま高齢

者 ″障害者争舞霧そ 反映させ務勧難泌要な措置を講メる嵐 さら|こ同

着′鋼護 方 ιlて基本構想の作成等lこ関して高齢者 ,障害者等を鈍瘍勝

分を組織 空 %農 協議会だおιlて協議力籾 った事項
=こ

フι
'て

″そD結果

を尊重 ιな″力|ぎならなι
'晟

彩 朔 &協 召
'る

。

・漱上角 り 、障害者の参画等だフι:て″劇魔″|こ措置ざ力ておグ.瓶
障害者基本法 |こおι〕て屋上屋を重ねん の な措置を講お 必要

=ま
なι

'ど
″

説

l国土交通剖

。 国及び地方公共団体は、合理的配慮を確保するために必要な施策を実施

すること。

〔実施 ″険討
=こ
当たっての留意点)

J斜磐屁 震痛こ関して
=ま
、新たオ″倉窃 グ.社会的影響力)メト常

=こ
大きι

'
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1 惚 ″ 財 られるパ 現段階■こ″ 〕ζ その具体的内答にフιlC政府全″

1 島洸朽議論1ま何勿動診 α

"バ
共有認識も曜立ざ力てι

'オ
ιlだも″

| わらバ 障害者基本法の各慮策分野におι:て拙速
=こ
規定を置(ごとは妥当

艦″ け ら不適当と肌 雄 タ ク つ 激 受 麿ぐとしても。聡熙■こお″

る規定とな &

=国
土交通θ

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

12)情報アクセス・コミュニケーション保障

(推進会議の認識)

基本理念で述べたように、日常生活及び社会生活において、多くの障害者が

必要な言語又はコミュニケーション手段を使用することに困難を経験している

が、その問題の深刻さが省みられることは少なかつた。それ故に、コミュニケ

ーションに困難を抱える障害者が障害のない者と等しく人権が保障されるため

に必要な措置が講じられなければならない。

【必要とする言語及び多様なコミュニケーション手段の利用】

国及び地方公共団体は、すべての障害者に情報へのアクセスとコミュニケー

ションを権利として保障するため、障害者が必要とする言語の使用及びコミュ

ニケーション手段の利用を可能にする支援の確保やそれにかかわる人材の養成

等、必要な措置を講ずるべきである。

また、国及び地方公共団体は、情報通信技術を含む支援技術において、電気

通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその

関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者が、この製品・サービスを

提供するにあたつて、障害者に障害のない人と平等に情報へのアクセスとコミ

ュニケーション手段を提供できるよう、必要な措置を講じるべきである。

【災害時の情報と必要な支援の提供】

1 国及び地方公共団体は、自然災害や人為による災害が発生 したときには、通

1常の生活に重大な支障が生 じる、又は生命に危険が及ぶあらゆる現象に関する
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情報と、これらの支障や影響を回避するための情報を障害者に提供しなければ |

ならない (発生場所、規模、内容、今後の動向、避難ルー ト、避難場所、避難 |

先で得られる情報保障の内容 (手話通訳者の有無等 )、 医療や配給等の情報、交

通情報など)。

また、こうした情報を上方的に伝えるだけではなく、災害時に障害者と連絡

を取り、必要な支援を把握、提供しなければならない。

【情報提供における障害者の参加】

電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びにコンピュータ

ーなどの情報通信機器の製造等を行う事業者は、役務の提供並びに機器の製造

等のプロセスにおいて障害者の意見を聴取する機会を設け、もって障害者の利

用の便宜を図るべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者は、すべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とす

るため、必要な情報及びコミュニケーション手段が保障される権利を有する。

・ 国及び地方公共団体は、障害者が情報にアクセスし、必要とするコミュニ

ケーション手段を使用することができるよう、必要な施策を講ずること。

・ 国及び地方公共団体は、災害時において、障害の特性に対応した伝達手段

による緊急連絡等の必要な支援を障害者に提供及び相互に連絡できるよう必

要な施策を講ずること。

1実施・検討
=こ
当たっての留意点)

・ 災事の発生場夙 規模、内容:究能羽

"。

運野ルート.物 避難

力

“

男 れる情報保障の内容 l手話通訳者の存紹響 。医療や配給事の情報、

交ガ情報などの情報提供″。実際のん 凱 畷 整 ιた場 鍬 瑠 雰 ―義的だ″

地方公共団体だおι〕て行われること&姥 紗 う。担当螢庁及び″方公共団

体笏 を〃くべきと考冤る。

i内閣府)

・ 現在、
「国家公安委員分・警察庁防災業務計画」だおιlζ 都道府県警察
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晟 防災謙 の実施、防災知識の普及″びに災書発生時|こお″る被災状況、

選難措置及沸 樋 朔 解 雛 嫡 情報の伝達
=こ

フι
'ζ

高齢者、障害者:メΞ

| ス等災書時要援護者だ十分配慮九
"の

とされてιlるなか。避難誘導
=こ

当た

| っても。高齢者及び障害者だフι
'τ

可能な限グ車両等を活用して避難誘導を

″財 ど 十分配慮するものとされ

“
'る

。また。緊急交通路の″深だフι〕
|

て″.障害者を区別 九 だ となく,ス命の安全・ 被害の拡大防止s災書応急
|

対策の的確力Dフル晟霧婉事口廃し て行 ラうのとされ

“

〕る。

|・  各自治体に″ 1ても障害者を言る要書時要援護者 グストド憮ま され、警察

| を含む関係機関におι
'4解野%ごとだよグご夕したヽ応 を7″とする″

1 組み″嚇築ざ力τιlる。

|・ 建物内秋 ル 錫 難 レた場合の彗報にフι
'て

tま、消笏婦淮″
'て

当該建

1 物の諄係者だ昔だμ 彗働角朝難わじ力τι
'る

のみであグ、また。ρスの

1 住宅だおι〕ても・堀効 K普及してι:る火災警報器|ま。昔のみだよる警報と

| オフ

“

lる。そのため.聴覚障害者 |こ対応ιた火災警報設備等の普及推進方

| ジ鶏Cフι
'て

検討″ 要がある。

|→ 平成 ″ 鋼認 ワ 総務螢消防庁■こあι
'て

検討ιておグ。今年度中だ報告を

| とグまとめる琥

|″  ″請 への支援だつι〕て″。以繕呼 J腸議襲躙綬拶ガイバライン

| ″′″ノだおι,こ 行政側の情報伝達体制の整備、及び障害者の″をだπ

l ″ιた情報伝達″ 冽窃影政 グ″みを進め&海躍推 フι〕で指摘ι

“

〕

| る。

l総務省消防庁)

lθ ガ害時等の働彰額に フιlて1ま、″晟等のノゞグアングーをの一環とιζ

l 視覚及ω 藤 姥 ガεた情報提供を″ラよ夕議義認櫻猜笏動を ガく だジ

| インだ団 tす、整備をκttι

“

〕るところ。

征 効 θ

|。 国及び地方公共団体は、事業者が障害者に障害のない人と同等の情報を提

1 供できるよう、必要な施策を講ずること。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)
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13)文化・スポーツ

(推進会議の認識)

自由に文化 ロスポーツに参加し、これに貢献し、又は楽しむこと、そして、

レクリエーション・余暇等を楽しむことは、障害の有無にかかわらず、すべ

ての人の権利である。しかしながら、障害者はその機会へのアクセスを欠き、

排除されることもある。また、文化やスポーツは贅沢なものであり、障害者

の享受には制限があつても仕方がない、というような社会的通念もあるが、

これらは変えていかなければならない。

現行の基本法には「障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化

的意欲を起こさせ」とあるが、障害者は文化的意欲が乏しいという想定で支

援しなければならないとも受け取られかねない表現になっている。むしろ、

障害者が文化・スポーツ等に参加、貢献する主体であることを前提とした表

現に改めるべきである。

【文化等について】

障害者が文化、余暇、 レクリエニション等を享受 しようとする場合に、物

理的バ リアのため施設やその機会を利用できない、映画の字幕など情報保障

の欠如のために文化作品等を鑑賞できない、文化施設等までの交通アクセス

が整備されていない等の実態があるため、障害のある人が障害のない人と同

等に文化、余暇、レクリエーション等を享受できるようにする必要がある。

また、障害者が芸術・文化活動等創造的な分野で活動ができるような支援や

環境整備も必要である。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 美術館や博物館における字幕や音声解説の普及、鑑賞しやすい展示方法

の改善や劇場での補聴援助システム等の整備などとともに、国内の文化的

に重要な記念物及び遺跡、歴史的建造物への障害者のアクセスについて、

どのような不都合が生 じているかについての実態を把握 し、可能な限 り障

害者の利用への配慮を行うなど、鑑賞 しやすい環境整備が行われるように

必要な支援を行う。
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【文部科学省・関係省庁】

(実施・険討 tこ当た っての留意点)
・ 例 猾 斃 部 条に定める √公立博物館の設置及 5速 上 D望ま ιι

'基
準」

借 刀 評 成 ノJつ たおι
'こ

設置者だガ ι、博物館
=こ
障害者 等の利用の

κごを図るため必要な″晟及a謝秘磁競 るょラ努めるよラβι

“
'る

。ま

た。為鋤離つ ι
'て

1ま、近く改正を″ラ方向で検討してιlる ところで笏 グs

その申で障害者力゙鑑賞ιや力 '競の整備
=こ

フι〕τう十分だ留意ιて参ryた

ι
'。

こ異動魃

“

けり勢「θ
 tta晨ん敬%助リ

, ■晟 勤 診 改正
=こ

フιiてlま、本年度内を目途
=こ
険討丸

i文部科学θ

僕力 θ懸 tこ当たっての留意点)
″ 力 倣 雌 誌 ι〕て1ま、美術館 ″晟笏 難 ガ ιζ 宇幕や昔嵐

“

ンの普及と

ι
'効

颯 郵 娠 響 ではな く。鰐 勢 のソフト面の支援を効

″ 文化財の性質 θ所在・周辺環境|ま個イこ異なること″〕ら。″一″な調査

で1まなく。現状の文化財の間値を損なわれ
'範

囲でアクセスが容易となるよ

ラs″々の力りた老 だアクセスの改善を図フ

“

〕ぐこと″

'西

槻

こ 美 勤 穆 η 手 繋 ′

′
拶 a晟 ん 敬 弼 苛 リ

・ 美κ″ ,博物館の朗賃や、国内の

“

筋 |こ重要な記念物及び遡紘 歴史

駒動彬

^Э
障害者のアクセスだフι

'ζ
可能な限グ障害者の利″への記盾

″ ″ など:鑑賞 ιやオι〕環境整備が行わ力るよ夕支″だ努めておグ.事″

の収集を含めて今後とも弘努握必 要な支援
=こ
努める。

文化青ヽ

・ 第一次意見における情報バリアフリーの一環として、映画、DVDへの

字幕付与等について、障害のある人に対する情報保障が行われるように必

要な環境整備を図る。

【関係省庁】

(実施 ″険討
=こ
当たっての留意点)

1疎鳳 ρ /クヘの字幕付与だフιlてlま、既|こ業界団体悔 調 裕 裁 鍵 務 ιa
lA/′ 0着スメディアアクセスプポートセンターを立多」ゲ訪 グ、同団体だ |

|″ ,て
「

聴覚障害者用字幕」「視覚障害者用音声ガイ だンなどの制作、普及と
|
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ιlタツ 要な措置が講εられalる。

こ 築 物 檀

“

手 賃 ′
・

動

場 嚇 面は実施・検討■こフιlて時期■ま未定だが、具体的な方策力
'判

明次

第 険討を始めることとしたιち

t経済産業省)

【スポーツについて】

障害者がスポーツを楽しもうとする場合に、物理的バリアのため施設を利

用できない、精神障害を理由に施設の利用が拒否される、車椅子利用である

ために一般の市民マラソン大会への参加を拒否される等の実態がある。

たとえば、スポーツヘの参加資格が問われない場合、又は参加資格が必要

ではあるが参加資格を満たす場合において、障害に基づいて参加が拒否され

たり、合理的配慮の提供が当該競技の本質を害することがないにもかかわら

ず提供されないことで、参加ができないなどの差別があつてはならない。

また、国際レベルの大会に出場できるアスリートであっても海外等で長期

の遠征に行く際に費用の問題や職場の理解を得られないなどのために、競技

を断念せざるを得ないこともある。

しかしながら、障害の有無に関わらず、スポーツに参加する機会は平等に

与えられるべきであり、障害のある人も障害のない人も共にスポーツを観戦

したり、参加できるようにしなければならない。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 国又は地方公共団体は、障害者が差別なく、スポーツに参加できる機会

を有することができるように、官民の施設整備やスポーツ大会等の運営に

当たってバリアフリーの整備及び、合理的配慮の確保が行われるようにす

るなど、必要な環境整備を行い、障害者スポーツの振興を図る。

[実施 ″険討
=こ
当たフでの留意点)

・ 文部科学省で■ま、スポーン顔翼を進めるた数つ て 基本的
=こ
障事を″

った方とそラα郷 l方のΞ〃をぜバ ″「イスポーン宏翼策どιて取組を進

″alる。今砦 /′ 年間のスポーン慮策の方向性をとグまとめた √スポーン

立留戦略ノを本年 ′″農聾/まとめてι〕る″1その申でも、スポーツ|こ触

れること″檸 拓 ま夕だ九微つ の議会の整備やま旨導者だ賛成にフι
'て

も
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盛 グ之んでι tt。                        |
なム 戦略だ″.″だ。/fラ グンどアンの職罵 も含めたナショナ,レハク |

―=ングセンターのをグ方の険討、/レグンピックなどの競技性の訪 l婿
|

害者スポーン/_~フι
'て

の連携強化などだフι
'こ

固剛事項として盛 グ之ん

“
'る

。また。関係省庁との連絡会議を新設し、障害者スポーンも含めた

総合的なスポーン方翼癒策の実ルを図ることとι

“

〕る。

i文翻 学θ

・ 一般の資立″拗 ノゞグアングーをや″″の奎方などのデ草若置を講
|

じて
`1る

。

こ異勤魃

"Uり

場「
″
秀a訂ん敬剛笥リ

″ 壬認のとおグ。現在すで
=こ
実施ι

“
'る

とごろで%る。

′   〔厚生労働劉

口 国又は地方公共団体は、特に競技性の高い障害者スポーツについては、

競技スポーツとしての一般への周知・理解を広め、これを育成するために

財政的支援を含め必要な措置を講ずる。

〔実施 ″険討
=こ
当たっての留意点)

・ 総合国際競技大会指定強化事業などの予算措置を講εてι嗜。

こ 美 勁 勉

“

手 婢 ′
″

拶 a晟 ん 敬 剛 覇 リ

・ 」認のとお グs現在 方で■こ熱 ι

“
'る

とごろで笏 る。

〔厚生労働θ

・ 国又は地方公共団体は、障害者がスポーツに触れる機会を増やし、スポ

ーツを行う障害者の裾野を広げるために、障害者スポーツの指導者の育成

等必要な措置を講ずる。

【文部科学省・厚生労働省】

〔実施 ″鋼
=こ

当たっての留意点)
, 各種スポーン・レクグI―ション教室の開催及び指導資の養成なと 呼

算措置を庸ε召 〕る。

こ 美 勤 勉 ′ け 婢 ′
・

拶 a晨 ん 敬 剛 蹄 リ

′ 」認のとお グ。現在 方で
=こ
実施 ιalるとごろであ る。
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【文化・スポーツ等のいずれにもかかわる点について】

障害者が障害のない人と同等にスポーツに参加したり、観戦を楽しんだり、

又は、文化活動に参加したり、文化等を享受するためには、そもそもこれら

の機会にアクセスできなければならない。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 移動支援、身体介助、コミュニケーション支援などの福祉的支援は障害

者が文化・スポーツ等を享受するために不可欠であることから、平成 23年

末を目途に総合福祉部会において進められている福祉的支援の在り方の検

討に当たっては、こうした観点も踏まえた検討を行う。

【厚生労働省】

〔実施 ″鏑 ■こ当た,ての留意点)
・ 立数 粥 探       ごとだそれぞ物必要な支援を険討然 群 霧 稼

あグ。また。運営者等による含理的配慮 も行われるべきであ ry.すべて福

祉的な支援として行われ 鏡 協 |ぎならなι ttι
'夕

翻 晟誤 F/である。

総合福祉部会て″福祉的支援のをグ方全般の検討が行われてι%のα わ

ζ 文化 ″ル ト ン|こ限定 ιた支援
=こ

フιlて第二次意見 Iこ盛 グ之むこと″

不適当てあグ、削除オベきである。

(厚生労働θ

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者は、文化、スポーツ、レクレーション、余暇に参加し、これに貢

献し、これらを楽しむ権利があることを確認すること。

〔実施・険討
=こ
当=たっての留意点)

,ご力らな 角自味霧%alぐ ごと|ま必要と考覚 られる″t rtr//yと

″.具体的などのよラオ陸琴嗜なのか。婿事のなι嗜 の場FAと列 秘 鮨 θつて

物 Jである。

(厚生労働θ

口 障害者は文化的意欲が乏しいので意欲を喚起させなければならないとの

誤解を招きかねない現行の 「障害者に文化的意欲を起こさせ」という表現
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